
平平成成２２８８年年度度  定定例例主主将将主主務務会会議議 

2016/12/17 

加盟校登録費（金額）の変更、 

加盟校登録・１月登録の時期の変更について 

 

１，加盟校登録費（金額）の変更 

【現行】 

１月登録を行う時点での部員数に応じた金額。 

 

                              ＜加盟校登録費＞ 

                                   

   人  数      男  子    人  数       女  子  

    １～１０     ￥８，０００－     １～ ５     ￥８，０００－  

  １１～２０   ￥１０，０００－     ６～１０     ￥９，０００－  

  ２１～３０   ￥１２，０００－   １１～１５   ￥１０，０００－  

  ３１～４０   ￥１４，０００－   １６～２０   ￥１１，０００－  

  ４１～５０   ￥１６，０００－   ２１～２５   ￥１２，０００－  

  ５１～   ￥１８，０００－   ２６～   ￥１３，０００－  

 

【修正案】 

一校あたり（男女別）¥5,000とする 

男子：¥5,000 

女子：¥5,000 

 

２，加盟校登録・個人登録の時期の変更 

【現行】 

１２月に次年度の加盟校登録・個人登録を行う。 

 

【修正案】 

９月～１１月に次年度の加盟校登録・個人登録を行う。 

 

2016.12.17 

当会議において 1,2ともに修正案を採用することが決定。 

2018年度の登録費から同修正案が適用される。 


